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平成28年5月11日

地方裁判所長殿

最高裁判所事務総局行政局長菅野雅之

拝啓時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて，別添のとおり，個別労働関係紛争における都道府県労働委員会等及び都道

府県労働局（以下「労働委員会等」 という。 ）における司法的解決との連携につい

て，厚生労働省大臣官房地方課長及び同省政策統括官から法務省大臣官房司法法制

部長及び同省民事局長宛ての協力依頼に基づき，法務省民事局長から当職宛てに協

力依頼がありましたので，お知らせします。

個別労働関係紛争の適正迅速な解決のためには，事案の内容や実情に応じた適切

な解決機関及び解決手続が選択される必要があるところ，そのためには，裁判所と

しても，労働委員会等の関係機関と連携を図ることが有益であると考えられます。

つきましては，①労働委員会等における個別労働関係紛争に関する取組を記したパ

ンフレットの備置き，②労働委員会等における他の紛争解決手段教示の際の参考資

料の作成及び③労働委員会等における研修会等への講師派遣について協力依頼があ

った場合には，簡易裁判所とも連携の上，業務に支障のない範囲で積極的に御協力

いただきますよう， よろしくお願いいたします。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長からお伝えください。

おって，個別労働関係紛争に関する取組を記したパンフレットは，厚生労働省か

ら各地方裁判所（神戸，福岡を除く。 ）に送付されるとのことですので，必要な範

囲で支部及び管内の簡易裁判所にも配布してください。 敬具



機密性2完全性2可用性2

法務省民制第27号

平成28年4月26日

最高裁判所事務総局行政局長菅野雅之殿

法務省民事局長小川秀樹

（公印省略）

厚生労働省からの個別労働関係紛争における都道府県労働委員会等及び

都道府県労働局における司法的解決との連携に関する協力依頼について

（協力依頼）

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて，平成28年3月31日付けで厚生労働省大臣官房地方課長及び同省政

策統括官から，法務省大臣官房司法法制部長及び同省民事局長宛てに，別添の

とおり，個別労働関係紛争における都道府県労働委員会等及び都道府県労働局

における司法的解決との連携についての協力依頼がありましたので，各地方裁

判所及び簡易裁判所への周知等， よろしくお取り計らい願います。

なお，現時点では，別添書簡別紙1のパンフレットについては，兵庫県及び

福岡県内の裁判所に対する配布は行われないとのことですので,申し添えます。
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地発0331第14

政労発0331第1

平成28年3月31

号
号
日

法務省大臣官房司法法制部長殿
氏 醐局 長

厚生労働省大伍官房地方課長

（公印符略）

政策統括官（労働担当）

（公印省略）

個別労働関係紛争における都道府雌労働委員会等及〔賭|値府県労働局に

おける司法的解決との連携について(I"j依頼）

厚生労伽]政の推進につきましては、日頃より格段の御配意をいただき、厚く御礼申

し上げます。

都道府県労働委員会は、労働組合法(II"1124年法律第174号)、労働関係調幣法（昭

和21年法律第25号）等に基づき､労働組合と使用者との間の集団的労使紛争に対し、

あっせん等の労働争議の調整等を行っていま寸一が､個別労働関係紛争の解決の促進に関

する法律（平成13年法律第ll2号）の施行以降、集団的労使紛争のみならず、個々の

労働者と事業背との間の紛争等（以下I個別労働関係紛争j という｡）についても、積

極的に取り組んでいます。また､都道府県によっては、労政・労働福祉主管課が主体と

なり、個別労働関係紛争への対応を績極的に行っています．

また、都道府県労働局においては、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の施

行以降、個別労働関係紛争について、総合労働*ll談コーナーにおける梢報提供・相談、

都道舸ﾘﾑ労働局長による助言･指導及び紛争調盤委員会によるあっせんに取り組んでい

ます。

これらの都道府ﾘﾒ労働委員会及び都道府県労政・労働福祉主管課（都道府県が設置等

する労働相談センター、労政事務所等を含むと以下I都道府県労働委員会等」という｡）

並びに都道府県労働局における個別労働関係紛争対応の更なる向上のため､両j法的解決

との連携を図ることが望ましいと考えています。

また、都道府県労働委員会については、昨年6月30Hに閣議決定された規制改雌実

施計imの中でも、個別労働関係紛争の解決促進のため「労働委員会の機能の活用促進・
一

侭
｜ ' i

喝

〆

ー



強化と司法的解決との述挑に向けた方策の検討を行う」ことが明記されています(別添

参照)。

つきましては、貨聯にお洲もましては､都道府県労働委員会等及ひ都道府県労働局と

司法関係者との遮挑について御協力をお願いします.具体的には、ド記（1）のとおり、

パンフレットを磨く周知いただくとともに、下記（2）及び（3）の趣旨を司法関係団

体に周知いただき､都道府県労働委員会等及び都道府県労働局が司法関係団体の方々に

協力要諸を行った場合､円滑に連拠を図ることができるよう御配噛をお願い申し上げま

す。

なお、本依頼の内容については、当省より、都道府ﾘi聯政・労働福祉主管課長宛て蛎

務連絡を行い、これを経由して各都道府県労働委員会に､都道府県労働局総務部長宛て

事務連絡により各都道府県労働局に周知される予定であることを申し添えます6

記

(1)個別労働関係紛争に関する取組を記したパンフレットの周知に係る協力依頼

都道府県労働委員会等及び都道府県労側局における個別労働関係紛争に関する

取組を広く労働者及び使用者に周知するため、別紙1のとおり、当省においてパン

フレットを作成しました。

R本司法支援センター（法テラス)、弁渡士会等においては、相談者に対し、適

宜､個別労働|捌係紛争を解決する手段の1つに都道府県労働委員会等及び都道府県

労働局があること等について、本パンフレットを参考に説明いただき、各地方裁判

所及び簡易洲4ll所においても､来訪者の目の届く場所に本パンフレッI､を侭いてい

ただく等の御協力を賜りたく、当省から、適宜､パンフレットを間肺させていただ

きたいと考えており、その旨の周知をお願いしまず耐

（2）あっせん打ち切り時における他の紛争解決手段の教示に係る協ﾉJ依頼

今般、帝随府県労働委員会及び都道府県労政・労働福祉主管課においても、個別

労働関係紛争のあっせんを打ち切った場合､司法的解決手段を含む他の紛争解決手

段を教示することが望ましいと考え、別紙2のとおり、当省において、賞省の御協

力の下、教示の際の参考盗料･を作成しました。

今後、都道府ﾘﾑ労伽委員会及び都遡付県労政・労働福祉主管課において、別紙2

に基づき、地域の実悩に応じた資料を作成する場合､各地方裁判所等に事実確認等

の照会をすることが想定されますので､その際は､祇極的な御協力を賜りたく聯前

の周知をお願いします。



なお、都道府県労働局においては、あっせんを打ち切った場合、他の紛争解決手

段を教示するよう取り扱われていることを叶'し添えます。

（3）研修等における裁判官、弁謹土等の招聰に係る協力依頼

都道府県労働委員会等においてはあっせん員の斑の向上等を､都道府県労働局に

おいては総合労働相談員の資質の向上等を目的として、裁判官その他裁判月職員、

弁護士等の司法関係者を研修会に講師として招聰すること等は､司法的解決との連

挑にも資するものであると考えておりますが、これには､地域の司法関係者の協力

が必要不可欠です。

つきましては、今後、都道府県労働委員会等及び都遊府県労働局から、個別労働

紛争解決制度関係機関述絡協識会等を通して､司法的解決との連挽を図る目的で個

別労働関係紛争に関する研修会等への識帥依頼等があった場合､識極的な御協力を

賜りたく、事前の周知をお願いします。



規制改革実施計画（抄）

平成27年6月30B

閣 議 決定

2雇用分野

（1）規制改革の観点と重点事項

国民一人一人が自らの能力を発揮できる多様な働き方が選択可能となることに加え､働き手

のニーズ､産業構造の変化や技術革新等の環境変化に即した円滑な労働移動を支えるシステ

ムの整備を更に進めるため､①多様な働き方の実現､②円滑な労働移動を支えるシステムの

整備それぞれに係る事項について、重点的に取り組む。

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管省庁

4 労使双方が納得

する雇用終了の

在り方

現在ある多様な個別労働紛争の解決

一
一
次に取り組む｡

a都道府県労働局が行うあっせんの

参加勧奨について引き続き取り組む

とともに、その検証を行いつつ、必要

な場合には更に使用者の自発的参加

を促す方策の検討を行う。

一
一
の検討を行う。

c労働紛争解決システムの在り方に

ついて、紛争解決の早期化と選択肢の

多様化等の観点に立って、労使の代表

者や法曹関係者､学識経験者等を幅広

く参集した議論の場を速やかに立ち

上げ、「『労使双方が納得する雇用終了

の在り方』に関する意見」 （平成27年

3月25日規制改革会議）に掲げられ

た課題等について、論点を整理した上

で検討を進める。

a及びb平成27

年度検討・結

一

c平成27年中、

可能な限り速や

かに検討開始

a厚生労働省

b及びc厚生

労働省及び法

遥堂
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での労働トラブルにお悩み
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職場におけるいじめ.嫌がらせ、不当な解雇、
退職時のトラブル、労働条件の引下げ｡ " " I _

労働者個人と事業主間のトラブル（個別労働関係紛争）を、
が解決に向けてサボー します。童

f
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！ サポート内容--一一一

1

’

あっせん ※ここでは､労働委員会･都道府県労働局のあっせんの特徴を説明しています。

専門家が､紛争当事者の主張を聞き､必要に応じて｢あっせん案(解決案)」
を提示するなどして､両者の話合いを促し､円満な解決のお手伝いをします。
(特徴)｡紛争当事者の一方又は双方から申請が可能です。
、裁判と比べ､手続が簡易かつ迅速｡代理人(弁護士等)の選任も不要です。
あっせん手続は非公開｡プライバシーは保護されます。

－

腫湛三E窪重墜即
※各サポート機関(窓口)は､上記｢サ

|サポート機関(窓口）
－弓－－－つ

ポート内容｣の全部又は一部を行っています。
－

I
。道府県の労働委員会

・都道府県の労働相談センター､労政事務所等
(注1)労働相談センター､労政事務所等で労働相談を実施し､あっせんは労働委員会で
実施するなどサポート機関(窓口)や手順は各都道府県で決めています｡詳しくはや各都
道府県のホームページ等でご確認ください。
(注2)なお､東京都は東京都労働相談センター､兵庫県は兵庫労使相談センター､福岡
県は労働者支援事務所が一括してサポートを行っています。

、都道府県労働局 【国(厚生労働省)の機関】

裏面に続く

労働委員会と都道府県労働局の特徴､代表的
な問合せ先など､詳しくは裏面｢利用者ガｲド｣を
ご覧ください。

助言｡指導
関係法令を説明したり､問題点を示し
たりすることで､両者の自主的な紛争解
決を促します。

豆 一一

労働トラブル相談
しっかりとお話をうかがい､解決に向
けてアドバイスします。



曝露蕊
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§●脂司のバワハラで退職！謝罪と賠償を求めた例 ：● ●

： →会社がパワハラを認めないなか､あっせん員が入って粘り輪<話し合った結：

の使用毛

》馴訓卿誰

一△国回

こんな方は

－労働委員会

･あっせんの際自分と立場

の近い人に話を聞いてもらい

たい

．提案をしっかりと検討したい

（会社に検討してもらいたい)。 躯決令支払、で合皇､職場環境への配慮が不十分であったとして、 。

④身に覚えのない理由による解雇！その撤回を求めた例
→事情を聞くと､この解雇は権利の濫用に当たる可能性があった。

※労働委員会のあっせんを利用

する場合の特徴です。

月し､有え哩そこで､あっせん員が渋る会社に対し、 。

● ■

後日、会社は解雇を撤回し､復職することで両者は合意した。 ：● ●
●

■

p ■
●g●●、●●●●■●●●●の●●■●●●●●□□●●●●由■●心､●●●●●●｡●●､●●●●●■●●■●■●●●■●●･peD●oDD●●●eO白q●g■■●､●●●●●●●●●■DD0●●●●●●●｡●●■●●｡●●0●･●●●●■●■｡G●●●●●●

武二二＞③一望:で一蕊二---_壷望に合わせて選べ圭聾一
､所に設置された「 合･労働基準監督署を始め､全国約380か所に設置された｢総合

労働相談コーナー｣を御利用ください。

･迅速な解決が得られやすいことが特徴です。

･助言･指導やあっせんを求めたことを理由とした労働者への不
利益取扱いは禁止されています。

こんな方は

唾都道盛県蛍働局

･身近な場所で相談したい

･国から会社に紛争解決の

ため一言いってもらいたい

．早期に紛争を終わらせたい

・・oDeG●DogDC●0．.●●q･･●･●･･●●｡･･･｡q■CGO●Oooo●●●。｡●･●●｡｡QCQ●●●●｡●●Coo■。、｡・・・。｡●●●,●■●0●●●Ce●●･■●OG●●●●●●●●CCD●●●･･●●･●･●･･･●、●･●･も

、上司から仕事を与えられない等のいじめ･蝿がらせ!事業主に言っても ；
改善されないことが精神的に耐えられないと助言･指導を申し出た例
一都道府県労働局から会社側に対し､上司を注意する等の対応を行うよう ：
助言。 ◎

※個別労働紛争以外の労働基

準法等労働関係法令に関する
相談等でも､専門職員による

行政指導等の対応が可能です。

と解雇通告！いきなり解雇されることは納得がいかず、④『やる気がない」と解雇通告！いきなりf
補償金を求めてあっせんを申請した例
→あっせんの結果､解雇予告手当と別に 金支 ・今 。

、eq●■●。.●･色“eB0eq◆O d QB●●･●●●白●●●bGqeDQ●･●●のD●●● ■ 0守り●c①Q･●e●●eoad6G 0●●●●qoceoQ●●0●Oe0U●Qeg■●■ ■●B■｡●●q●oq9Q｡①｡●DgDDeQ e

注代表的な問合せ先を記載｡★印は都道府県の労働相談センター、労政事務
所等(兵庫県は兵庫労使相談センター)の電語番号。

★印なしは､労働委員会の電垢醤号。
勤務先やお住まいの地域によっては､相談先が異なります。詳しくは、お問合

せの上、適切な相麟先にご連絡ください。

利用毛雪3ご 弓 r lぽ

各労働局(総合労働相！ Nコーナー)の 連絡先一覧

北海道 O1 I－707－2700 滋賀県 O77－5Z2－6648

青森県 O17－734－4211 京都府 O75－241－3221

岩手県 019－604－3002 大阪府 O6－7660－OO72

宮城県 022-299-8834 兵庫県 O78-367-O850

秋田県 018－883－4254 奈良県 O742－32－O202

山形県 023-624-8226 和歌山県 O73－488－1020

福島県 024－536－4600 鳥取県 O857-22-7000

茨城県 029-2フ7－8297 島根県 O852-20-7OO9

砺木県 O28－634－9112 岡山県 086－225－2017

群馬県

埼玉県

O27－896－4677

O48-600-6262

広島県
一

山ロ県

一＝ - -

O82－221－9296

O83-995-O398

千葉県 O43-22I-2303 鹿島県 O88－652－9142

東京都 O3－35I2－1608 番川県 O87－811－8916

神奈川県 O45－2I 1－7358 愛媛県 O89-935-5208

新潟県 O25－288－3501 高知県 O88－885－6027

穂山県 O76-415-3078 擢岡県 O92－411－4764

石川県 O76－265－4432 佐賀県 O952－32－7I67

福井県 O776-22-3363 長崎県 095－801－0023

山梨県 O55－225－2851 箙本県 O96－352－3892

長野県 O26－223－O55I 大分県 O97－536－O110

岐阜県 058-245-8124 宮崎県 O985－38－882I

蹄岡県 054－252－1212 庭児島県 O99－223－8239

愛知堀 052－972－0266 沖縄県 098－868－6060

＝亟県 O59－226－21 10

鮒タ 8－｜』 。 :(剃 ヨ 攪会､労働相談ｾﾝﾀｰ等）

北雛 0120-81-6105☆ 石111県 076-225-1881 岡山県 086-226-7563

篭県 017-734-9835 繍県 0776-20-0597 広島県 0120-510-207☆

岩報 0120-610-797 山難 0552-23-1826 山口県 083-933-3232☆

宮境県 022-211-3787 搦県 026-235-7468 鷆県 088-621-3234 .

細県 018-860-2334☆ 岐阜県 058-272-8399宵 香111l 087-832-3721

山鵬 023-630~2793 細県 0120-9-39610力
＆番.嘘臘W”謡

雛県 089-912-2990

鶴県 024-521-7594 鋤県 052-589-'405★ 高鵬 088F821-4645

茨域県 029-233-1560☆ 三重県 059-213-8290M鯛県 092-643-3587★

鮴県 028-626-3052肯 滋賀県 077-5II-1402 I佐瀬 0952-25-7242

議県 027-226-2781 荊府 0120-786-604力 長崎県 0120~783-258力

躍県 048-830-4522★ 大聯 06-6946-2600背 熊總 096-352-3613★

千葉県 043-223-2744☆ 兵庫県 0120-81-4164力 大分県 097-506-5241

鯨都 0570-00-6110" 憩県 0120-450-355* 宮崎県 0985-26-7262

神奈1l1県 045-662-6110* 和歌山県 073-441-3781 鹿児島県 099-286-3943

纈県 025-280-5543 馴県 0120-77-6010 鱸県 098-866-2551

富山県 076-444-2172 島撫 0852-22-5450



「~壷悪三-一］【案】

他の紛争解決機関等について

《他の行政手続》

(1） ○○県労働局

○○○県労働局においても、個別労働紛争に関する相談を受け付けています。事案に応じ、あ
主す｡まずは、総合労働相：

《司法手続等》

(2） 相談窓口

○個別労働紛争について、主な司法手続としては、
①民事調停、②少額訴訟、③労働審判、④民事訴訟の4つが考えられます｡それぞれの手
続の主な特徴は、次ページにまとめていますが、これらの手続等については、法テラスや弁
護士会で相談窓口を設けています。

圏法テラス（日本司法支援センター）
法テラスでは､経済的に余裕のない方を対象に､弁護士･司法書士による無料法律相談を行っています(詳

情報を電話・面談・メールにて無料で案内するサービスも行っています．利用される場合には、上の各窓
口または法ﾃﾗｽ･ｻボｰﾄダｲﾔﾙ(0570-078374)にお問い合わせください(匿名でのご利用も可)｡

(3） 各裁判所
40万円以下のj湯含の ロヨイ号 少誰

旬 イ勤一判、④拳；

相談は受け付けておりません｡司法手続【注】上記裁判所では、各手続の案内のみ行っており、
に関する相談は、 （2）法テラスなどの相談窓口（

名称 住所 連絡先

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○－○○○

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

名称 住所 連絡先

法テラス○○ ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

法テラス○○ ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○－○○○

名称 住所 連絡先

鉾諏+-(~)(~)+プンター ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

○○法律相談センター ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

名称 住所 連絡先

○○簡易裁判所 ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○－○○○

名称 住所 斑魏先

○○地方裁判所 ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○



【裁判所での主な手続一覧】

概要 義戦種 申立て 書面準備 進行役 審理明間 鯛‘荊淵

①民事調停 民事調停は、裁判

のように勝ち負け

を決めるのではな

く、話合いにより

お互r､が苔意ず言

…お解決
を図る手続。

簡易な事

案から複

雑な事案

まで

法律の専

門家でな

くても申

立てが容

易

申立雷や

証拠雷類

の提出が

必要（ただ

し、必ずしも

鮮細な主狼密

面等は不要）

裁判官1

人､－&肺

民から選

ばれた調

停委員2

人以上

比較的短

い

非公開

②少額訴訟 民事訴訟のうち、
60万円以下の金

…乗あ冨
訴莞TごうCマモで頂

則をして1回の審
理で紛争解決を図

る手続｡

複雑な事
案は馴染

まない

法律の専
門家でな

くても申
立てが比

較的容易

訴え提起

時に訴状、

証拠雷類

の提出が

必要

(証拠鐙瓠は

その日のうち

に咽べられる

ものに限る）

裁判官

(なお、司法

委員が関与す

る鳩合もあ

り）

短い

原則1回

で審理終

了､直ちに

判決

公開

③労働審判 労働審判は、解雇
や給料の不払な

ど、事業主と個々
の労…問あ
一
一
》

つ実効的な解決を
図る手続。

複雑な事

案は馴染

まない

弁護士へ

の依頼が

望ましい

詳細な申

立雷や証

拠書類の

提出が必

要

労働審判

官（裁判
官)1人、
専門的な

知識を有

する労働

審判員2

人

比較

い

的短

原則3回

以内の期
日で審理

非公開

④民事訴訟一
価
》
一
一
一
》

厳格な手

続の下､司

法の判断

を求める

事案に馴

染む

弁霞士等

への依頼

が望まし

い

的確な訴

状や証拠

爵類の提

出が必要

裁判官

<芯お、簡易

裁判所におい

ては司法委員

が関与する喝

合もあり）

比較的長

い

公開



（訟ろ－15-B)

平成28年5月11日

高等裁判所長官殿

最高裁判所事務総局行政局長菅野雅之

拝啓 時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて，個別労働関係紛争における都道府県労働委員会等及び都道府県労働局にお

ける司法的解決との連携に関する法務省からの協力依頼について，別紙のとおり書別紙のとおり書

簡を発出しましたのでお知らせします。 敬具



(別紙）

（訟ろ－15-B)

平成28年5月11日

地方裁判所長殿

最高裁判所事務総局行政局長菅野雅之

拝啓時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて，別添のとおり，個別労働関係紛争における都道府県労働委員会等及び都道

府県労働局（以下「労働委員会等」 という。 ）における司法的解決との連携につい

て，厚生労働省大臣官房地方課長及び同省政策統括官から法務省大臣官房司法法制

部長及び同省民事局長宛ての協力依頼に基づき，法務省民事局長から当職宛てに協

力依頼がありましたので，お知らせします。

個別労働関係紛争の適正迅速な解決のためには，事案の内容や実情に応じた適切

な解決機関及び解決手続が選択される必要があるところ，そのためには，裁判所と

しても，労働委員会等の関係機関と連携を図ることが有益であると考えられます。

つきましては，①労働委員会等における個別労働関係紛争に関する取組を記したパ

ンフレットの備置き，②労働委員会等における他の紛争解決手段教示の際の参考資

料の作成及び③労働委員会等における研修会等への講師派遣について協力依頼があ

った場合には，簡易裁判所とも連携の上，業務に支障のない範囲で積極的に御協力

いただきますよう， よろしくお願いいたします。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長からお伝えください。

おって，個別労働関係紛争に関する取組を記したパンフレットは，厚生労働省か

ら各地方裁判所（神戸，福岡を除く。 ）に送付されるとのことですので，必要な範

囲で支部及び管内の簡易裁判所にも配布してください。 敬具



機密性2完全性2可用性2

法務省民制第27号

平成28年4月26日

最高裁判所事務総局行政局長菅野雅之殿

法務省民事局長小川秀樹

（公印省略）

厚生労働省からの個別労働関係紛争における都道府県労働委員会等及び

都道府県労働局における司法的解決との連携に関する協力依頼について

（協力依頼）

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて，平成28年3月31日付けで厚生労働省大臣官房地方課長及び同省政

統括官から，法務省大臣官房司法法制部長及び同省民事局長宛てに，別添の

おり，個別労働関係紛争における都道府県労働委員会等及び都道府県労働局

策統括官から，法務省大臣官房司法法制部長及び同省民事局長宛てに，別添の

とおり，個別労働関係紛争における都道府県労働委員会等及び都道府県労働局

における司法的解決との連携についての協力依頼がありましたので，各地方裁

判所及び簡易裁判所への周知等， よろしくお取り計らい願います。

なお，現時点では，別添書簡別紙1のパンフレットについては，兵庫県及び

福岡県内の裁判所に対する配布は行われないとのことですので,申し添えます。



別添

地発0331第l4

政労発0331第1

平成28年3月31

号
号
日

法務省大臣官房司法法制部長 殿
氏 事 局 長

厚生労働宵大臣官房地方課j量

（公印荷略）

政策統柄官（労働担当）

（公印省略）

個別労働関係紛争における都道府県労働委員会等及び都道府県労働局に

おける司法的解決との連挑について（協力依頼）

l'7生労働ｲ丁政の推進につきましては、 I]頃より格段の御配意をいただき、厚く御礼II'

し上げます，

都道府蝶労働委員会は、労働組合法(IIMI124年法律第174号)、労働関係調幣法（昭

和21年法律第25号).等に基づき、労働組合と使用者との間の集団的労使紛争に対し、

あっせん等の労働争議の調盤等を行多っていますが､個別労働関係紛争の解決の促進に関

する法律（平成13年法律第ll2号）の施行以降、集団的労使紛争のみならず、個々の

労働者と事業者との間の紛争等（以下I個別労働関係紛争」 という｡）についても、柚

健的にll叉り組んでいます。また、都道府県によっては、労政・労働福祉主梼諜が主体と

なり、個別労働関係紛争への対応を禰極的に行っています『

また､都道府県労働局においては、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の施

行以降、個別労働関係紛争について、総合労働柵I談コーナーにおける1僻|雌供・相淡

都道胸ﾘA労働局長による助言･指導及び紛争調整委員会によるあっせんに取り組んでい

ますジ

これらの都道府ﾘﾒ労働委員会及び都道府県労政・労働桶祉1擶課(都道府蝶が設世等

する労鋤相談センター､労政事務所等を含む‘以下'都道府県労働委員会等｣という｡）

並びに都遊府蝶労働局における個別労働関係紛争対応の史なる向上のため､『il法的解決

との連携を図ることが望ましいと考えています。

また、都道府雌労働委員会については、昨年6月.30 11に閣瀧決定された規制改坤実

施計IIIのI1!でも、個別労働関係紛争の解決促進のため「労働委員会の機能の活用促進・
ダダ

侭
｜

鴎



強化と司法的解決との辿携に向けた方策の検討を行う」ことが明記されています(別添

参照)。

つきましては、脚職にお洲もましては､都道府県労働委員会等及ひ都道府県労働局と

司法関係者との連挽について御協力をお願いします｡具体的には、ド記（1）のとおり、

パンフレッi､を広く周知いただくとともに、下記（2）及び（3）の趣旨を司法関係団

体に周知いただき､都道府県労働委員会等及び都道府県労働局が司法関係団体の方々に

協力要諦を行った場合､円滑に連挑を図ることができるよう御配慮をお願い申し上げま

す〃

なお、本依頼の内容については、当省より、都道府ﾘiL労政・労働福祉主管課長宛て班

務連絡を行い、これを経由して各都道府県労働委員会に､都道府県労働局総務部長宛て

聯務連絡により各都道府県労働局に周知される予定であることを申し添えま蝋

記

（1）個別労働関係紛争に関する取組を記したパンフレットの周知に係る協力依頼

都道府県労働委員会等及び都道府県労働局における個別労働関係紛争に閲する

取組を広く労働者及び使用者に周知するため、別紙1のとおり、当省においてパン

フレットを作成しました。

R本司法支援センター（法テラス)、弁溌士会等においては、相談者に対し、適

宜､個別労働関係紛争を解決する手段の］つに都道府県労側委員会等及び都道府県

労働局があること等について、本パンフレットを参考に説明いただき、各地方裁判

所及び簡易辮ll所においても､来訪者の目の届く場所に本パンフレッ1,を股いてい

ただく等の御協力を賜りたく、当省から、適宜､パンフレットを間肺させていただ

きたいと考えており、その旨の周知をお願いしま屯

（2）あっせん打ち切り時における他の紛争解決手段の教示に係る協ﾉJ依頼

今般、符随府胤労働委員会及び都道府県労政・労働福祉主管課においても、個別

労働関係紛争のあっせんを打ち切った場合､司法的解決手段を含む他の紛軸職手

段を教示することが望ましいと考え、別紙2のとおり、当省において、撒省の御協

力の下、教示の|簾の参考盗料を作成しました。

今後、都道府ﾘﾒ労働委員会及び都遡付県労政・労働福祉主管課において、別紙2

に基づき、地域の実悩に応じた蜜料を作成する場合､各地方裁判所等に事実確認等

の照会をすることが想定されますので､その際は､欲極的な御協力を賜りたく覗前

の周知をお願いします｡



なお、都道府県労働局においては、あっせんを打ち切った場合、他の紛争解決手

段を教示するよう取り扱われていることを叶'し添えます6

（3）研修等における裁判官、弁護士等の招墹に係る協力依頼

都道府県労働委員会等においてはあっせん員の質の向上等を､都道府県労働局に

おいては総合労働相談員の贋質の向上等を目的として、裁判官その他裁判同職員、

弁識土等の司法関係者を研修会に識師として招聰すること等は､司法的解決との連

携にも資するものであると考えておりますが、これには､地域の司法関係者の協力

が必要不可欠です。

つきましては､今後、都道府県労働委員会等及び都道府県労働局から、個別労働

紛争解決制座関係機関述絡協識会等を通して､司法的解決との連挽を図る目的で個

別労働関係紛争に関する研修会等への識師依頼等があった場合､識極的な御協力を

賜りたく、蛎前の周知をお願いします。



規制改革実施計画(抄）

平成27年6月30日

閣 議 決定

2雇用分野

（1）規制改革の観点と重点事項

国民一人一人が自らの能力を発揮できる多様な働き方が選択可能となることに加え､働き手

のニーズ､産業構造の変化や技術革新等の環境変化に即した円滑な労働移動を支えるシステ

ムの整備を更に進めるため､①多様な働き方の実現､②円滑な労働移動を支えるシステムの

整備それぞれに係る事項について、重点的に取り組む。

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管省庁

4 労使双方が納得

する雇用終了の

在り方

現在ある多様な個別労働紛争の解決

一
一
次に取り組む｡－

a 都道府県労働局が行うあっせんの

参加勧奨について引き続き取り組む

とともに、その検証を行いつつ、必要

な場合には更に使用者の自発的参加

を促す方策の検討を行う。

一

の検討を行う。

c労働紛争解決システムの在り方に

ついて、紛争解決の早期化と選択肢の

多様化等の観点に立って、労使の代表

者や法曹関係者､学識経験者等を幅広

く参集した議論の場を速やかに立ち

上げ、「『労使双方が納得する雇用終了

の在り方』に関する意見」 （平成27年

3月25日規制改革会議）に掲げられ

た課題等について、論点を整理した上

で検討を進める。

a及びb平成27

年度検討・結

一

c平成27年中 、

可能な限り速や

かに検討開始

a厚生労働省

b及びc厚生

労働省及び法

務省



[亜］

職場での労働トラブルにお悩み
一

ー一＝＝一一一

不当な解雇、職場におけるいじめ.嫌がらせ、
退職時のトラブル、労働条件の引下げ･ , ｡ 1

労働者個人と事業主間のトラブル（個別労働関係紛争）を、
します。

一■■I■■■ﾛ－ 一戸一

ｒ
面
■
コ
ロ
ロ
唾
■
■
ロ

｜サポート内容 ■

一一・ Ⅱ■ －一一一P－凸一一
一

一

■■■■
一

あっせん ※ここでは､労働委員会｡都道府県労働局のあっせんの特徴を説明しています。

専門家が､紛争当事者の主張を聞き､必要に応じて｢あっせん案(解決案)」
を提示するなどして､両者の話合いを促し､円満な解決のお手伝いをします｡
(特徴)･紛争当事者の一方又は双方から申請が可能です。
、裁判と比べ､手続が簡易かつ迅速｡代理人(弁護士等)の選任も不要です。
､あっせん手続は非公開｡プライバシーは保護されます。

一

曲

吾ボﾆ悪霊屋迫Z｜サ－卜機関(窓リ
※ 一卜内容｣の全部又は一部を行っています。各サポート機関(窓口)は､上記｢サポ

－

。道府県の労働委員会

・都道府県の労働相談センター､労政事務所等

(注･I)労働相談センター､労政事務所等で労働相談を実施し､あっせんは労働委員会で
実施するなどサポート機関(窓口)や手順は各都道府県で決めています｡詳しくは､各都
道府県のホームページ等でご確認ください。
(注2)なお､東京都は東京都労働相談センター､兵庫県は兵庫労使相談センター､福岡
県は労働者支援事務所が一括してサポートを行っています。

、都道府県労働局 【国(厚生労働省)の機関】

裏面に続く

一

③厚生労働省労働委員会と都道府県労働局の特徴､代表的
な問合せ先など､詳しくは襄面｢利用者がｲ｣を
ご覧ください。

一

→

助言｡指導
関係法令を説明したり､問
たりすることで､両者の自主
決を促します 0

題点を示し
的な紛争解

労働トラブル相談
しっかりとお話をうかがい､解決に向
けてアドバイスします。



．①法律の専門家等(公益代表)②労働者代表③使用者代
表の3者1組で担当する｢あっせん｣力塒徴です。

･各委員による当事者に寄り添った丁寧なサポートにより､職場
環境改善につながる解決が得られる場合もあります。

.相手方の参加や納得感の高い解決が得られやすいです。

こんな方は

－労働委員会
･あっせんの際、自分と立場

の近い人に話を聞いてもらい

たい

．提案をしっかりと検討したい

（会社に検討してもらいたい)。

識鐡j》秘儀邉懲藷製蝿灘朧闘………………….………………；
： →今ﾈ+がパワハラを認めないなか､あっせん員が入って粘り輪く話し合った結 ；

、支払いで合竜した星､職場環境への配慮が不十分であったとして、 。 ●

●身に覚えのない理由による解雇！その撤回を求めた例
→事情を聞くと､この解雇は権利の濫用に当たる可能性があった。

※労働委員会のあっせんを利用

する場合の特徴です‘

月し｡言えLそこで､あっせん員力渋る会社に対し、 ◎

； 後日､会社は解雇を撤回し､復職するこ卜で両者は合意した。 ；印 ●

｡ ●
●●0●｡●■●■●●●●●●、go●U■Gqo●●●●CDG｡■●●●●●●●●｡●●●CD●、●■●D●●■●D●■●｡■●■gOqD●●◆eO●●●ヴ●●●●●●■●●●G●■甲GcbG●●●●●●●●●g●g●●｡●●●■●●●●●●■◆●DpG●●

③』こぎ調冒≦毒吾て琴くま訂二二二二〉
悪意壼喜蓄菫壺斎~重言添示荒扉菫薑嘉諄下蕪二可

こんな方は

､首 目エタ 戸

こんな方は

唾雛歴…

･労働基準監督署を始め､全国約380か所に設置された｢総合
労働相談コーナー｣を御利用ください。

･迅速な解決が得られやすいことが特徴です。

･助言･指導やあっせんを求めたことを理由とした労働者への不
利益取扱いは禁止されています。

･身近な場所で相談したい

･国から会社に紛争解決の

ため一言いってもらいたい

．早期に紛争を終わらせたい
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⑮上司から仕事を与えられない等のいじめ･嫌がらせ！事業主に言っても ；
改善されないことが精神的に耐えられないと助言･指導を申し出た例
一都道府県労働局から会社側に対し､上司を注意する等の対応を行うよう ；

助重。 。

※個別労働紛争以外の労働基

準法等労働関係法令に関する
相談等でも､専門職員による

行政指導等の対応が可能です。

と解雇通告！いきなり解雇されることは納得がいかず、『やる気がない」と解雇通告！いきなし
補償金を求めてあっせんを申請した例
一あっせんの結果一解雇予告手当と別I

、

◎

●●●●O●●●●oeDO●■■9●●■0■Q●●DGg■●●●●OGQDD■eap Q p

注.代表的な問合せ先を記載｡★印は都道府県の労働相談センター、労政事務
所等(兵庫県は兵庫労使相鼓センター)の電鰭番号。

☆印なしは､労働委員会の電語番号。

勤務先やお住まいの地域によっては､相談先が異なります｡詳しくは､お問合
せの上､適切な相餓先にご連絡ください。

洞|用毫雪． ト
ロ i 弓 r l障

各労働局(紛合労働相I 側コーナー)の 連絡先一覧

北海通 O1 1-707-2700 滋賀県 O77-522-6648

青森県 017－734－4211 京都府 075－241－3221

岩手県 019-604→3002 大阪府 O6－7660－0072

宮城県 022-299-8834 兵庫県 O78-367-O850

秋田県 018-883-4254 奈良県 0742－32－0202

山形県 O23－624－8226 和歌山県 O73-488-1020

福島県 O24－536－4600 鳥取県 O857-22-7000

茨城県 O29－277－8297 島根県 O852-20-7009

栃木県 O28－634－91 12 岡山県 O86－225－20I7

群馬県 O27－896－4677 広島県 O82－221－9296

埼玉県 O48－600－6262 山口県 O83－995－O398

千葉県 043－221－2303 偲島県 O88－652－9142

東京都 O3－35I2－1608 香川県 O87－8I 1－8916

神奈川県 045－211－7358 愛媛県 O89-935-5208

新潟県

穂山県

025-288-3501

O76-415-3078

高知県

福岡県

O88－885－6027

O92－41 I－4764

石川県 O76－265－4432 佐貿県 0952－32－フ167

福井県 O776－22－3363 長崎県 O95-80I-OO23

山梨県 055－225－2851 熊本県 O96－352－3892

長野県 O26-223-O551 大分県 O97－536－O1 10

岐阜県 O58－245－8124 宮崎県 O985-38-8821

僻岡県 054－252－1212 睦児島県 O99－223－8239

愛知県 O52－972－0266 沖縄県 098－868－6060

三堕県 O59－226－2110

連 ＃ 先-覧(捌委 会､労働 ｛ 談ｾﾝﾀｰ等）

瀧道 0120-81-6105★ 石111g 076-225-1881 岡山県 086-226-7563

諦県 017-734-9835 福諜 0776-20-0597 鵬県 0120-570-207*

岩報 0120-610-797 山難 0552-23-1826 山ﾛ県 083-933-3232★

宮城県 022-211-3787 鬮県 026-235-7468 鶴県 088-621-3234

棚県 018-860-2334☆ 岐韓 058-272-8399背 香|||県 087-832-3721

山鵬 023-63卜2793 細県 0120-9-39610☆
網.嘘鯛は瀦9

醐県 089-912-2990

鵬県 024-521-7594 員鵬 052-589-1405肯 訓県 088-821-4645

溺県 029-233-1560☆
一
一
一 059-213-8290力 綱県 092-643-3587★

栃ﾎ県 028-626-3052背 滋賀県 077-511-1402k 佐熊 0952-25-7242

熊県 027-226-2781 輔府 0120-786-604☆ 長崎県 0120-783-258*

班県 048-830-4522 畑府 06-6946-2600☆ 鮴県 096-352-3613☆

千莫県 043-223-2744☆ 兵庫県 0120-81-4164力 大分県 097-506-5241

鯨都 0570-00-6110肯 奈鴎 0120-450-355☆ 宮崎県 0985-26-7262

"l11県 045-662-6110* 和歌山県 073-441-3781 齪島県 099-286-3943

獺県 025-280-5543 鳥取県 0120-77-60I0 沖縄県 098-866-2551

富山県 076-444-2172 島恨県 0852-22-5450



「~罰悪Z~可【案】

他の紛争解決機関等について

《他の行政手続》

(1） ○○県労働局

○○○県労働局においても、個別労働紛争に関する相談を受け付けています｡事案に応じ、あ
胴目i

《司法手続等》

(2） 相談窓口

○個別労働紛争について、主な司法手続としては、

①民事調停、②少額訴訟‘③労働審判、④民事訴訟の4つが考えられます。それぞれの手
続の主な特徴は、次ページにまとめていますが、これらの手続等については、法テラスや弁
護士会で相談窓口を設けています。

圃法テラス（日本司法支援センター）
法テラスでは､経済的に余裕のない方を対象に､弁譲士･司法書士による無料法律相談を行っています(詳

。IF閏

情報を電話・面談・メールにて無料で案内するサーービスも行っていま説利用される場合には、上の各窓
口または法テラス･サポートダイヤル(0570-078374)にお問い合わせください(匿名でのご利用も可)。

(3） 各裁判所
40 ■■以 一の民事回訓苧②少誰

【注】上記裁判所では､ ･各手続の案内のみ行っており、相談は受け付けておりません。司法手続
に関する相談は、 （2）法テラスなどの相談窓口にお問い晉琶ください。

名称 住所 連絡先

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○－○○○一○○○

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○－○○○－○○○

○○労働相談コーナー ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

名称 住所 連絡先

法テラス○○ ○○市○○丁目○○番地 ○○○－○○○一○○○

法テラス○○ ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○－○○○

名称 住所 連絡先

弁護士会○○センター ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

○○法律相談センター ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

名称
､

住所 連絡先

○○簡易裁判所 ○○市○○丁目○○番地 ○○○一○○○一○○○

名称 住所 連絡先

○○地方裁判所 ○○市○○丁目○○番地 OO○－○○○一○○○



【裁判所での主な手続一覧】

概要 韓鵬種 申立て 書面準備 進同没 審理蝿間 公開‘ｦ舩開

①民事調停 民事調停は、裁判

のように勝ち負け

を決めるのではな

く、話合いにより
一

を図る手職 ｡

簡易な事

案から複
雑な事案

まで

法律の専

門家でな

くても申

立てが容

易

申立雷や

証拠書類

の提出が

必要（ただ

し、必ずしも

詳細な主鰻密

面等は不要）

裁判官1

人､－§肺

民から選

ばれた調

停委員2

人以上

比較的短

い

非公開。

②少額訴訟 民事訴訟のうち、
60万円以下の金

…を莱芯言
舞う『Tでて=原

則きして1回の審
理で紛争解決を図

る手続｡

複雑な事
案は馴染

まない

法律の専
門家でな
くても申
立てが比

較的容易

訴え提起
時に訴状、

証拠雷類

の提出が

必要

(証拠書凱は

その日のうち

に調べられる

ものに限る）

裁判官

(なお、司法

委員が関与す

る堰合もあ

り）

短い

原則1回

で審理終

了､直ちに

判決

公開

③労働審判 労働審判は、解雇
や給料の不払な

ど、事業主と個々

の労…お

努薊関係E關守言
下ラフ7Fを毛あ下

弓ｦ兀お実情に即
し、迅速、適正か

つ実効的な解決を
図る手続。

複雑な事

案は馴染

まない

弁護士へ

の依頼が

望ましい

詳細な申
立雷や証

拠雷類の

提出が必

要

労働審判

官（裁判
宮)1人、
専門的な

知識を有
する労働

審判員2

人

比較

い

的短

回
期

日で審理

非公開

④民事訴訟 原告と被告が、法

廷(裁判官の面前）
で、お互いに主張

と証臓田℃苔言
で事実王~宇法葎王

あ問題雇事弓聴
…蔽冨紛事

解震源悪輔:ー

厳格な手

続の下､司

法の判断

を求める
事案に馴

染む

弁護士等

への依頼

が望まし

い

的確な訴

状や証拠

謡類の提

出が必要

裁判官

<なお、簡易

裁判所におい

ては司法委員

が関与する場

合もあり）

比較的長

い

公開


